
日本EPAのアジア展開と看護・介護労働の国際化(1)

河内優子

はじめに

2011年8月，日本・インド EPA(EconomIC Partnership Agreement 経済連携協定)が

発効した。成長著しい BRICs初，インドとの問に締結された EPAがスタートを切ったの

である。日本にとって 12番目の協定となる。今や EPAは，締結相手国・地域との貿易・

投資の自由化促進等経済協力強化によって経済の活性化を図る重要な政策の柱をなす。そ

してその枠組み内で，ヒトの国際移動の自由化も推進されつつある。中でも「労働鎖国」

とも称されるほどに労働市場の閉鎖性が非難されることが多い日本に関し，近年とりわけ

注目されるのが，看護師・介護士という職種での外国人の就労問題である。 EPAによる看

護・介護人材の受入れは，インドネシア，フィリピンとの問では既に実施されており，ベ

トナムからは 2014年度開始 l，さらにタイ，インドなどについても検討が進められている。

ところで，日本において外国人労働問題が国民的な議論の的となったのは，これが戦後

2度目である。バブル景気，加えて円高騰故の製造業をめぐる国際経営環境激変により生

じた異常なまでの労働力不足対策として， 1980年代から 90年代初めにかけ，激しい論争

が行われたのが最初であり，今回はそれに次ぐ「第 2の論争りとなる。ただ前回が景気過

熱に対応した循環的・一時的性格が強いものであったのに対し，今回は問題性が大きく異

なる。

今や議論での最大の眼目は，深刻化する日本社会の少子・高齢化という圏内の中・長期

的構造問題におかれている 3。また 2000年以降，急速に進展し始めたF1lA4(Free Trade 

Agreement 自由貿易協定)という東アジア地域での制度主導型経済連携強化の潮流に関

わる重要な国際的経済政策問題でもある。さらに前回の議論が製造業，建築業における肉

体的単純労働者受け入れを主制!としたものであったのとは大きく異なり，今回は看護・介

護労働というケア専.門職での労働者受け入れが問題の中核をなし，産業・経済のサービス

化と密接にリンクしている。それは実態として女性が多くを占めてきた (femaledomi-

nated)領域であるだけに，ジェンダー問題が山積するところでもある。日本の経済，産業，

労働世界が直面する間際・国内構造変動のただ中，まさにそうした動きが凝縮する一つの

論点として，注目を集めているのである。

今回の論争の本格化は，日本の入管法では，従来，外国人就労資格において範鴎外とさ
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れてきた介護士や，極めて制限的に留めおかれた看護師に対し，日比 EPA交渉で初めて，

海外人材受入れが具体的に明確な形で組み込まれたことに始まる。この日比交渉での看

護・介護労働関係の取り決め内容は，その後の EPAシステムの雛型として，後続の日尼E

P A (結局は日比 EPAより早期に発効)やその他諸国との EPAに基本的に引き継がれて

おり，したがって，それらをめぐる議論の展開も，日比 EPA論議の延長線上にあるといえ

る。今日，日尼・日比 EPAに基づく受入れシステムは既に稼働後数年を経て，制度上の

様々な問題点や欠陥が露呈し始めたところである。

本稿では，こうした EPAでの看護・介護人材受入れについて，まずはそのような協定内

容がなぜ EPAに盛り込まれることになったのか，日本をめぐるFrA!EPAの一般的状況，

またその中で日比 EPA交渉が辿った経緯を概説し，検討する。その上で，日尼・日比 EPA

に基づく看護・介護人材受入れシステムの具体的内容，並びにその遂行に関わる圏内的な

法令，政策の現状とその改正等を確認する。そして最後に，続編「日本EPAのアジア展開

と看護・介護労働の国際化(2)jにおいて，この EPAに基づく看護・介護人材受入れの現況

を概観し，そこに生じている様々な諸問題，諸課題を検討・考察する。それが現下の日本

にとってどういう意味を持つのか，また今後の日本にとってどうあるべきか，問うてみたい。

し日本をめぐる FTAlEPAの進展と看護・介護労働

a.アジアに広がる FTAlEPAと日本

旧来「東アジア地域においては，実態面での経済関係の緊密化が急速に進展しているの

に対し，制度面での統合は遅れているりと言われてきた。

周知のように，日本，韓国を始めとするアジア系，あるいは欧米系多国籍企業が主たる

担い手となり東アジアで推進されてきた戦略的事業展開は，東アジアでの地域内国際分業

関係を，産業問分業から製造業内部の工程問分業へと深化させた。その過程の進展に伴い，

地域内貿易は拡大の一途を辿り，結果，東アジア域内の貿易比率は，既に 2000年代初頭の

段階で， NAFrAより高くなっていた 6。当時，域内貿易の発展を通じた経済関係の緊密化

は， EUの前身， EECが形成され，欧州統合のプロセスが開始された時点に近い状況に達

している 7ともいわれた。だがこういった事実上の経済関係の緊密、化にも拘らず，東アジ

アでは， EUやNAFrAのような経済活動の円滑化・活発化を推進する枠組みとしての制度

整備が，明らかに遅れた。地域連携強化の有り様について， EUやNAFrAの制度主導型に

対し，東アジアは市場主導型と性格付けられる所以である。

実際， 2002年 11月に日本・シンガポール協定が締結されるまでは， AFrA (ASEAN 

Free Trade Area アセアン自由貿易地域)が，東アジア唯一の主要なFrAであった。以

後， ASEANやASEAN加盟各国による個別交渉を中心に，東アジアやアジア太平洋地域全

域，また遠隔諸国・地域との地域横断型の協定交渉が急ピッチで進められている。表1は，
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表1. 東アジア(一部南アジア，オセアニアを含む)の FTA/EPA

構成|丞J.地域(一部協定名) 発効年(月)

ASEAN白111貿易地域 (AFTA) 1992 (1 ) 

ニュージーランド シンカ.ポール 2001 (1) 

インドースリランカ 2001 (1) 

11本ーシンガポール 2002 (11) 

インド アフガrニスタン 2003 (5) 

ASEAN 中国(枠組み協定) 2003(7) 

シンガポール オーストラリア 2003 (7) 

'1'1¥<1ーマカオ 2004 (1) 

'1"1"1一香港 2004 (1) 

タイ インド 2004 (9) 

タイ オーストラリア 2005 (1 ) 
域 タイ ニュージーランド 2005 (7) 

シンガポールーインド 2005 (1;) 

。i(II"I-シンガポール 2006 (;ll 

"本マレーシア 2006 (7) 

インドープータン 2006 (7) 

緯11<I-ASEAN 2007 (6) 

""-1 パキスタン 2007 (7) 

LI本ータイ 2007 (ll) 

マレーシア パキスタン 2008 (1) 

11本ーインドネシア 2008 (7) 

内
LI本ープルネイ 2008 (7) 

'l'llil ニュージーランド 2008 (10) 

日本一ASEAN 2008 (12) 

11 本ーフィリピン 2008 (12) 

rj'l"l シンガポール 2009 (1 ) 

11本ーベトナム 2009 (10) 

インドーネパール 2009 (10) 

ASEAN オーストラリア ニュージーランド 2010 (1) 

ASEAN インド 2010 (1) 

IP/.liil インド 2010 (1 ) 

マレーシア ニュージーランド 2010 (8) 

'1巾i一台iぢ(ECFA) 2010 (9) 

"本ーインド 2011 (8) 

シンカ.ポール EFTA 2003(1) 

シンガポール 米l孟l 2004(1) 

抑何|ーチリ 2004 (~) 

地 "本メキシコ 2005 (~) 

環太平洋戦略経済迷ljt協定 (P4) 2006 (5) 

シンガポール パナマ 2006 (7) 
域

線llilー EFTA 2006(9) 

'1"-1 チリ 2006 (10) 

横
インドーチリ 2007 (日)

"本チリ 2007(9) 

インド メルコスール 2009 (6) 

断 シンカ.ポールーペルー 2009 (8) 

11本ースイス 2009 (9) 

't'l-1 ベルー 2010 (3) 

~i(11 五I-EU 2011 (7) 

(出所)]ETRO (2011) 116ページ「表 5J，より抜本fおよび-1';11加議。
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直近の東アジア(一部南アジア及びオセアニアを含む)関係の主要なFfA/EPAについ

て，発効日順に示したものである。 21世紀に入り，いかに協定締結が活発化し，またその

相手国・地域が域内にとどまらず広域化しているかが確認できるであろう。

とりわけ 2005年以降の発効が急増しており， AFfA内で先行加盟 6カ国(シンガポール，

タイ，マレーシア，フィリピン，インドネシア，プルネイ)の関税撤廃が実現された 2010

年までには， ASEAN + 1と呼ばれる， ASEANと主要諸国(中国，韓国，日本，オースト

ラリア，ニュージーランド，インド)との聞に発効が続いた。ちなみに日本は，現時点

(2011年 9月)での発行済みが，域内はシンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア，

プルネイ，フィリピン，ベトナム，インド及びASEAN，域外がメキシコ，チリ，スイスの

合計 11カ国 1国家連合という状況である。

そもそもFfAは.協定締約国・地域との聞に特別措置を講ずる協定である。それは

wroにおける基本原則の一つである最恵国待遇に反するが，一定の条件下で認められてい

る。世界で発効しているFfAは， 1990年以前は 16にすぎなかったが， 90年代に 51，

2000年代には 120，そして 2011年6月現在では 199と急増している。 wroでは加盟国が

140を越え，自由化に対する考えの一致が困難となり，貿易交渉は遅々として進まない。

ウルグアイラウンドが 1986-例年と 7年半にも渡り長期化した現実を受け，とりわけ 90

年代後半から，世界的にFfAブームが起きた。FI'Aは，締約相手国との合意により自由化

の迅速な実現が可能であり，今やFI'Aは，多角的であるがゆえに煩雑なwro体制を補完

する自由化実現のための効果的手段として評価されている。

だが東アジアでFfAが急増するのは， 21世紀に入って以降，この 10年間のことである。

近年のこうした動きには，どのような背景があるのだろうか。東アジアでこうしたFfAへ

の関心が急速に強まり，交渉・締結の動きが積極化するようになったのはなぜであろうか。

その理由として，浦田秀次郎は次の 4点を指摘している 8。

(1)世界的なFfAの急速な拡大のなかでの(防御的)市場追求:

世界の他の地域でFfAが急速に拡大していることを受け，東アジア経済も輸出機会を

維持，拡大するためにはFI'Aを形成することが重要と認識したことにある。

(2)経済成長実現のための構造改革推進:

経済成長実現のための自由化・圏内構造改革の重要性が認識されるようになり，その

推進手段としてFfAが利用されるようになった。

(3) アジア金融危機:

アジア金融危機(1997-98年)後，東アジア諸国は域外から期待したような支援を

受けられなかったことから，危機の再発を回避するために地域内協力の重要性を認識

するようになった。

(4)東アジア地域内における「競争関係J: 

地域内における潜在的FI'A相手国市場へのアクセス競争，また指導的役割の獲得競争
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が域内諸国のFfA政策を刺激している。なかでも中国と日本の競争関係が顕著である。

双方とも， FfAを使つての ASEAN，韓国，その他諸国との関係強化に熱心である 9。

すなわち，世界的な他地域でのFfA拡大による市場アクセスの不利化解消，圏内構造改

革推進のための有効な外圧，危機回避の地域協力強化，地域的なアクセス・政治的主導権

争いの有利化，といった目的のための手段として，東アジア各国のFfA締結を目指す動き

が急展開していると捉えられているのである。その背後に，冷戦体制後，急伸する経済の

グローパル化，その中で激化する市場争奪戦のし烈さがあることはいうまでもない。

今日，状況はさらに進行している。関税撤廃の前倒しで地域統合が加速化する ASEAN

(2015年に ASEAN経済共同体 (AEC) を設立予定 10) を中心にFfA網が拡がっている。

発効済みのASEAN・中国FfA並びに ASEAN・韓国FfAは， 2010年から 9割前後の品目

が無税化され， FfA利用が拡大している。また韓国はアメリカ及びEUという世界経済 2

大市場とのFfA締結を実現しており (EUとは 2011年7月発効:表 1参照)，日本におい

て，両市場での劣後は，日本企業の事業展開に重大な損失に直結するとの危倶が高まって

いる。

各国 FTAの進捗度を示す FTAカバー率(一国・地域の貿易に占める， FTA発効済み

国・地域との貿易比率)でも， 2011年8月時点で，韓国が25.2%に上昇したのに対し，日

本は 18.2%と大きく差をつけられた形となった。中国も 16.6%と，日本の水準に接近して

いる 11。こうした状況下，貿易立国日本が，市場獲得競争に何らかの突破口を見出そうと

焦るところに突然出現したのがTPP(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement:環太平洋戦略経済連携協定)であるが，これに関する議論は本稿の論の域を越

えるため，別稿に譲る。

ところで先に指摘したように， FfAはWTOの最恵国待遇原則に反する。第三国には適

応されない貿易特恵を，締約国間で付与し合うのである。だが実は，これこそが国際協定

としての FTAの最も本質的なところなのである 120 WTOの枠組みでは，特定の国・地域

に認めた貿易特恵は，最恵国待遇が義務付けられ，全加盟国に適用せねばならない。だが

FfAでは，貿易特恵は協定相手国に限定される。このFfAの本質的特徴が， WTOではカ

ノ〈ーされない様々な自由化措置の実現を可能にする。それが iWTOプラス」である。そう

いう意味において， FfAはWTOに対し，明確な補完的関係性を有すといえる。

そして WTOが，物品貿易にとどまることなく GATS(General Agreement on Trade in 

Services)によってサービス領域の交易自由化を推進するように， FTAにおいても，サー

ビス活動の国際的自由化が進められる。なかでも GATSで最も進捗度が低いとされる第 4

モード「自然人の移動J13について， FfAでは最恵国待遇の義務付けがなく，自由化の対

象を協定締約国に限定できるため， GATS では困難な内容の ~III]化も現実的になる。こう

して看護師や介護士等特定職種労働者の受入れといった， GATSでは障壁の高い国際労働

力の流動化でさえ， FfAでは，協定内容への組みこみが容易化するのである 14。
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ちなみに国際間の物品の関税や制限的通商規則，サーピス貿易の障壁撤廃を目的とする

のが本来のFfAである。日本ではこのFfAを柱として，さらに経済取引の円滑化，経済

制度の調和・協力の促進等，市場制度や経済活動の一本化を含め，より広範な領域に渡り，

一歩進んだ関係性の強化・進化を， EPAという形で追求している。日本のFfAはすべて

EPAとして締結されているのである。以下， WTO， G.N.τちを越えた取り組みを進める日本

のEPAについて，看護・介護人材の受入れを中心にみていく。

b. 日比 EPA交渉の歩み:初めての看護・介護人材受入れ交渉

看護師・介護士受入れが最初に実現したのは日尼 EPAであるが，実際に EPA交渉事項

として初めて盛り込まれたのは，日比 EPAにおいてであった。その具体化はいかなる経緯

を辿ったのであろうか。概説しておこう。

FfNEPAは，そもそも協定当事国間で要求事項を相互に提示しあい，交渉により調整を

経て妥協点を見出す“requestoffer"方式での進行を特徴としている。その対時と譲歩の基

本構図上に展開される交渉の積み重ねには，各国それぞれ特殊な経済・産業的諸事情が露

骨な形で表出する。近年，日本は 10カ国を超える国や地域と EPA交渉を重ねてきたが，

そこでの日本の最重要関心事は，結局のところ日本製工業製品の輸出と日系企業の国際事

業展開の推進，障害除去にあり，したがって関税，投資ルール，サービス貿易の自由化，

政府調達，知的財産権保護，競争政策，ビジネス環境整備等が重視される。他方，主要な

協定相手国である多くのアジア諸国は，一般に農産物を含む物品関税，人(労働者)の移

動，協力案件等を重視する。要素賦存，比較優位の観点からして当然のスタンスといえよ

う。日比交渉においても然りであった 150

日比交渉は 2002年5月，アロヨ大統領による協定作業部会の設置提案に端を発し，具体

的な協議は同年 8月の政府間予備協議，そして年末の日比経済連携タスクフォース発足で

本格化していった。 2004年 2月に正式交渉が開始され，同年 11月に大筋合意。だが協定

締結はその 2年後の 2006年9月。発効はさらにその 2年後の 2008年 12月であった。詰め

の交渉が難航し，大筋合意から発効まで 4年以上の歳月を要したということなのである。

交渉の妥結は，両国がそれぞれ何を要求するか.その中でいかに折り合いを付けていくか

という合意形成にかかっている。まさに国際経済関係のあり方をめぐる外交交渉にほかな

らない。その交渉過程において，要求レベルが低い項目は交渉途中で後退，場合によって

は消滅し，また逆に，優先度の高い事項での紛糾は交渉の長期化につながる。

1970年代から国策として海外出稼ぎを奨励し続け， r最大の輸出品は労働力」ともいわ

れるフィリピンは，当初から，農産物輸出に加え，人材輸出を強力に主張した。とりわけ

2001年に発足したアロヨ政権は， r経済重視」のキャッチフレーズの下，海外労働者の経

済的効果を積極的に認め，なかでも専門職種での送り出しを重点化していた 16。それだけ

に，本交渉でも，その専門職化路線の中で看護師・介護士の日本受入れが強調されたのは，
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想定の範囲内のことであった。

折しも EPA交渉が正式に開始され，大筋合意に至った 2004年は，アメリカ国務省が

『人身売買に関する年次報告書“Traffickingin Persons Report" jにおいて日本を「要監視

対象国 (Tier2 :watch list) Jに指定した 17年でもあった。この公然たる批判を受け，翌

2005年，日本政府は従来から非難されることの多かった「興業」ピザの発給厳格化に踏み

切った 18。人権上の観点からこれ自体は当然の変更だ‘ったとはいえ，公式統計上でも恒常

的に GDPの 1割を出稼ぎ送金へ依存するとされるフィリピンにとって，出稼ぎの代替ルー

ト要求という含みがないはずはなく，看護師・介護士の受入れにおいて，尚更態度を硬化

させたであろうことは想像に難くない。 2003年.r興業」資格で来日する外国人は年間約

13万人。うち約 8万人がフィリピン出身者であり 19. その送金額は年間 10億ドルともいわ

れたが.2005年以降，劇的に減少した (II章a参照)。時機的に重なり合った EPA交渉で

の看護・介護人材の問題が，極めてセンシティプに取り扱われることになったのは言うま

でもない。

このように看護師・介護士の受け入れは，交渉開始時よりフィリピン政府が強力に主張

し続けた主要懸案事項であり，フィリピン側主張の中核的部分をなした。しかしながら，

それは独立した単独の交渉事項ではない。農林水産品・鉱工業品貿易やサーピス貿易，投

資の自由化等，諸他の多様な領域を対象とする広範な EPA交渉のー構成部分であり，包括

的な交渉全体での内部調整に大きく関わる問題項目の一つなのである。日本の側からする

ならば，貿易や企業の国際事業活動の自由化・円滑化による便益を確保する代わりに，フ

ィリピンからの人(労働者)の受入れが求められるということなのであって，そもそも日

本が積極的に受入れを提起したわけではないということなのである 20。

2004年 11月，ラオスの首都ピエンチャンで、当時の小泉首相とアロヨ大統領が日比 EPA

に大筋合意した。翌 12月，日本では経済連携促進閣僚会議が「今後の経済連携協定の推進

についての基本方針」を発表した 21。その別添「交渉相手国・地域の決定に関する基準」

に，次の三つの視点が挙げられた。

① 我が国にとり有益な国際環境の形成。

②我が国全体としての経済利益の確保。

③ 相手国・地域の状況.EPAの実現可能性。

そして②に関しては，さらに以下の 5点が補足的に示された。

(1)物品・サーピス貿易や投資の自由化により，鉱工業品，農林水産物の輸出やサービス

貿易・投資の実質的な拡大，円滑化が図れるか否か。知的財産権保護等の各種経済制

度の調和，人の移動の円滑化等により，我が国進出企業のピジネス環境が改善される

か否か。

(2) EPAが存在しないことによる経済的不利益を解消することが不可欠か否か。

(3)我が国への資源および安全・安心な食料の安定的輸入，輸入先の多元化に資するか否
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か。

(4)我が国経済社会の構造改革が促進され，経済活動の効率化及び活性化がもたらされる

か否か。なお，農林水産分野については，我が国の食料安全保障の視点や，我が国で

進行中の同分野の構造改革の努力に悪影響を及ぼさないか。

(5)専門的・技術的労働者の受け入れがより促進され，我が国経済社会の活性化や一層の

国際化に資するか否か。

看護師・介護士の受け入れが (5) の該当事項であることは言うまでもない。本協定にお

いては，日本経済の活性化や国際化に資するべく.専門的・技術的労働者として，看護・

介護という医療・福祉職種の労働者の受け入れが取り決められるということなのである。

ただしそれは (5) の観点からの交渉だけで結論に到達するものではなく， EPA全体での

(1) - (5)諸項目に関わる諸他の様々な交渉事項との総合的すり合わせの結果にほかなら

ない。

所管の厚生労働省は，看護・介護人材受入れが実施されている日比 EPA，そして日尼

EPAに関し， I経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の受け入れ等につ

いて」として，以下のような日本政府の基本的スタンスを，今日に至るまで継続的に表明

し続けている。

「この受け入れは，相手国からの強い要望に基づき交渉した結果，協定に規定されたもの

であり，看護・介護分野の労働力不足への対応として日本から要望したものではありませ

ん。一人でも多く送り出し，日本の国家資格を取得して欲しいとの相手国の期待が高い中，

経済連携協定全体の円滑な実施のため，日本政府は・・・実施してきました 220J 

近年，欧米やアジア諸国，中東など世界的に看護師・介護士の国際的求人・雇用の勤き

が急速に拡大しており.そこには受入れ固と送出国との問の二国間協定の存在が決定的な

役割を演じている場合も少なくない 230 だが今日，日本で論議の的となっているフィリピ

ン等からの看護師・介護士受入れは，あくまでも広範な射程での経済連携協定の一環とし

ての取り組みであり，その締約内容は，総体としての EPAの一構成部分なのであって，諸

外国が積極的に看護師・介護士受入れを推進するためだけに締結している限定的な二国間

協定とは，根本的に性格が異なることを特記しておきたい。

2006年 9月，日比 EPAが締結に至った。とはいえその後の進捗は遅く，フィリピン同

様に看護師・介護士の受入れが当初から盛り込まれたインドネシアが 2007年 8月の署名，

2008年 7月発効と迅速に進行したのに対し，フィリピンは 2008年 12月の発効と.署名か

ら発効まで 2年以上を要した。かたやフィリピンよりも署名時期が遅いタイやベトナム，

さらにインドとの聞の EPAでも，看護師・介護士など医療・介護人材の受入れが盛り込ま

れているものの，それら諸国に|刻しては，協定締結後に交渉を進める形式がとられ，まず

署名が先行している。フィリピンの轍を踏まないということなのであろう。では，そもそ

も対フィリピン協定には，なぜこれほどの時間を要したのだろうか。
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日本側の要因として，何よりも日本にとってフィリピンとの交渉が，海外から看護・介

護人材を EPAという協定の枠組みで受け入れる最初の取り組みであったということが大き

く影響したと考えられる。 FI本政府が具体的な受入れ制度の枠組みを囲内利害関係者と折

衝しながら設計・決定するという国内調整，それを受けてのフィリピン・サイドとの再調

整に，多大な時間を要した。そして厚生労働省は，医療・稲荷1:分野における「人の移動」

の交渉が依拠する基本原則として，以下の 5点を示した 24。①専門家の移動に限る，②nq

家資格の取得を求める，③(1:1本の)労働市場への悪影響を避けるため，受入れ枠を設定

する，④送り出しおよび受入れの組織・枠組みを構築する，⑤ステップ・パイ・ステップ

のアプローチ。この五つの原則をまとめ上げつつ，交渉を進めていくという取り組みが，

フィリピンとの聞で、初めて行われたのである。まさに初めての取り高Hみであり，またそれ

故，これが後続の，同様の内容で行われる交渉のフレームワークを作り上げていく過程と

もなった。それだけに必要時11¥jも長期化したということなのである。

またフィリピン側の要因として，先述のような，フィリピン政府の本 EPA交渉で、の看護

師・介護士送り出しに対する圧倒的な優先度の高さが，この交渉長期j化に大きく起因した

であろうことは容易に推察される。本件自体，フィリピン提案から始まったものであり，

またその内容も，最初はベビーシッター，家事労働者，ホームヘルパーといった，フィリ

ピンではケアギパーとして認可している職種全般が要求対象とされたお。だが日本の入管

法における外国人労働者の受け入れは，次章 Hでも言及するように，単純労働を認めない

基本方針を貫いており，単純労働とみなされる職種は，受入れカテゴリー外として排除さ

れる。したがって日本政府が提示した案では，介護人材においてもヘルパーは除外され，

介護福祉士という国家試験(実施)職種に限定し看護師と並置される専門的・技術的人

材として受け入れるという内容とされた。それ自体は，当時のアロヨ政権下で進められた

海外人材派遣の高度化転換路線にも合致していたはずであった。

ただ受入れ人数の量的少なさや，フィリピンとの資格の相互承認を行なわず，日本語で

の日本の国家試験受験による資格取得を求めるなど，日本政府の示す条件に対し，フィリ

ピン側関係者からの反発は強かった。たとえばフィリピン看護師協会は，フィリピン人看

護仰の地位低下しつながるとして，本協定での看護師送り H¥しに反対表明を行った 26。加

えて，先述の日本での興業ピザ厳格化に伴う， 2005年以降の日本への出稼ぎ者数激減と送

金減問題，日本側の農産物市場の例外品目が多すぎるとする批判や，フィリピン側の関税

撤廃品目に有害廃棄物が含まれていたこと 27への懸念の高まりなど，フィリピン側には容

易には認められない要素があまりに多かった。そもそもフィリピンとしても一国レベルで

のFfA/EPAとしては日本が披初の相手国であり，極めてセンシティブな交渉が長く続き，

協定署名後も，フィリピン国内での議論の集約には長い時IHJを要し，結局，国会批准は大

幅に遅れ，発効の遅れにつながったのである。

だが自国より遅くに交渉が始まり，その署名時期も遅れたインドネシアが，フィリピン
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より先に日本との EPAで2008年7月発効となったことも影響してか，同年末 12月にはフ

ィリピンも発効に至った。同じ ASEANに加盟する看護師・介護士等の送出国として，近

年，アジア労働市場でライバル化し始め，国際的な出稼ぎ労働に関してフィリピン路線追

随の感が否めないインドネシアの動向は，フィリピンを動かす決定打となったのかもしれ

ない。

既に触れたように， ASEANは2015年の AEC(ASEAN経済共同体)創設を目指してい

る。サーピス貿易の自由化を進める中で，国家間の資格相互承認協定 (MRA)締結も進ん

で28いる。エンジニアリング・サービスに続き，看護サービスの MRAが2006年 12月に

締結された。フィリピン主導で進められたこの看護サービス MRA29により， ASEAN域内

の特定国で当該資格を取得していれば，所定の手続きを踏むことで重複して資格を取得す

ることなく他の ASE.側諸国でも業務に従事できることになる。現在， ASEAN合同調整委

員会 (AJCCN30) が各国間の情報交換や制度調和にあたっている。準備ができた段階で後

から参加することを容認する rASEANマイナス XJ方式を採用しており 31，インドネシア，

ベトナム，カンボジア，ラオスは実施延期を要請している 320

ASEAN域内における人の移動を自由化する動きの一環だが， ASEAN各国でも予想され

る今後の医療従事者への需要増を見越し専門職看護師を人的輸出の柱と位置付けるフィ

リピンの戦略的取り組みに余念はない。だがこうした ASEANでの動向により，今後，日

本のフィリピンやインドネシア等ASEAN諸国からの人材受入れにどのような影響が及ぶ

か。 2008年 12月に ASEANとの包括的経済連携協定 (AJCEP)が発効(表 1参照)した日

本には，これまでの二国間 EPAと並行して， ASEAN全体とのマルチな EPA活用が可能と

なる。注視していかねばならない。

C. 日尼・日比 EPAにおける看護・介護人材受け入れシステム

上述のように，日比 EPA交渉は難航を極めた末の発効であった。だがこの交渉過程で構

築された看護・介護人材受入れのための基本的枠組みは，インドネシアをはじめとする後

続の EPA看護・介護人材受入れのプロトタイプとなり，その後の協定の円滑な交渉推進に

寄与することとなった。ここではそういう流れの中で，結局はフィリピンより早期に発効

したインドネシア，並びにプロトタイプを提供したことになるフィリピンとの EPAに基づ

き，既に稼働して 3年を超える現行の看護・介護人材の受入れシステムについて，概説す

る。

まず先行発効した日尼 EPAでは，付属書十(第七章関係)r自然人の移動に関する特定

の約束Jの第一編「日本国の特定の約束j第6節「日本国にある公私の機関との聞の個人

的な契約に基づいて看護師若しくは介護福祉士としてのサーピスの提供又はこれに関連す

る活動に従事するインドネシアの自然人」第 1条 (d) に「日本国における一時的な滞在の

聞に，日本国の法令に基づいて『看護師jとしての資格を取得することを目的とするJ，第
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2条 (d) に「日本国における一時的な滞在の聞に，日本国の法令に基づいて『介護福祉

士Jとしての資格を取得することを目的とする」と明記されている。

また日比 EPAでも，付属書八(第九章関係)r自然人の移動に関する特定の約束」の第

一部「日本国の特定の約束J第6節「日本国にある公私の機関との聞の契約又は日本国に

ある公私の養成のための施設への入学の許可に基づいて看護師若しくは介護福祉士として

のサーピスの提供又はこれに関連する活動に従事するフィリピンの自然人J第1条におい

て， (a) r日本国の法律に基づく看護師としての資格を取得することを目的とするJ，(b) 

「日本国の法律に基づく介護福祉士としての資格を取得することを目的とするJ，(c) r介護

福祉士として資格を取得することを目的とする」との看護師・介護福祉士候補者の入国目

的が明記されている。

両国いずれにおいても，日本での国家資格取得が， EPAによる日本への入国，日本での

滞在，したがって EPAの制度目的として明記されているのである。したがってそして，そ

うであるが故に， EPAで入国する看護・介護人材に対しては，資格取得前は看護師候補者，

介護福祉士候補者という呼称が一般的に用いられることになる。

だが国家資格取得を目的に掲げる以上，この EPAでの受入れは，受入れ国日本として，

目的に対して相応の実績を残していかねば，国際関係，外交上の信頼を損なうことになり

かねない。包括的な EPA全体の運営にも支障を来す可能性さえ危倶される。そのための実

効性を有す具体的なシステムが準備され，運営されねばならない。日尼 EPA並びに日比

EPAは既に稼働し始めて 3年を経過しているが，実際，どのようなシステムなのであろう

か。

図1は厚生労働省が公表している EPAに基づくインドネシア人の，そして図 2はフィリ

ピン人の，看護師・介護福祉士候補者受け入れシステム(平成 23年度)について基本的な

流れを図示したものである。

「就労コース」に関しては，両国とも各国それぞれの候補者要件[看護師コース: (イン

ドネシア)2年以上の実務経験を有す看護師， (フィリピン)3年以上の実務経験を有す看

護師/介護福祉士コース: (インドネシア)3年以上の高等教育機関卒業者でインドネシ

ア政府による介護士認定者又はインドネシアの 3年以上の看護学校卒業者， (フィリピン)

4年制大学卒業者でフィリピン政府による介護士認定者またはフィリピンの 4年制看護学

校卒業者]を課した現地での募集・選抜[インドネシアは海外労働者派遣・保護庁 (NBP-

PIW)，フィリピンは海外雇用庁 (POEA)が担当]，日本の]lCWELS(国際厚生事業団)

の斡旋による日本国内受入れ機関とのマッチングを経て当事者間に雇用契約が締結される。

両国ともに，当面 2年間でそれぞれ 1，000名(看護師候補者400名，介護福祉士候補者 600

名)の受入れ上限枠が設定されている。

現地での日本語予備教育 33 (2011年度から導入:インドネシアは 3カ月，フィリピンは

2-3カ月)の後，候補者は日本に入国。 6か月の日本語教育 34と看護・介護導入研修終了
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後，各受入れ機関で雇用契約に基づく就労・研修が始まる。看護師コースは最大 3年間，

介護福祉士コースは最大 4年間の在留期間中に国家試験を受験(看護士コースは 3固まで，

介護福祉コ ースは 1回のみ)し，合格すれば正規の国家資格保有者として 3年更新の滞

在 ・就労が可能とな る 35。不合格の場合は，母国に帰国となる 36。更新回数に制限はない

ことから，通常 10年以上継続就労すれば，永住権取得も可能となる。

またフィリピンに関しては，介護福祉士コ ースに限定して「就労コ ースjに加え 「就学

コース」が併設されている。 日本における介護福祉士資格取得の 2コース(就労経験後の

国家試験合格と養成施設の課程修了 ・卒業)制に対応した 2タイプのコースの設定である。

ちなみにインドネシア等フィ リピン以外の固との EPAに，就学 コースの設定はない。フイ

図1. 日尼 EPAに基つくインドネシア人候補者の受入れ

看護師コース

(在留期間は最大3年間)

看護師として就労
(在留資格は、上限なく更新可能)

介護福祉士コース

(在留期間は最大4年間)

「高等教育機関(3年以上)卒業+
インドネシア政府による介護士の認定J又は
「インドネシアの看護学校(3年以上)卒業者」

介護福祉士として就労
(在留資格は、上限なく更新可能)

※ 日本語能力試験N2(旧2級)程度の日本語能力がある場合(累計7人(看護0人、介護7人))
(注)上記受入れの流れは、今後、相手国側との調整などにより、予定変更の可能性もあります。
(出所)厚生労働省 (2011)c。
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リピンと他国との処遇の差異性を生じる問題項目でもある。フィリピンでの 4年生大学卒

業者が]ICWELSの紹介により日本の一定の要件を満たす介護福祉士養成施設で就学し，

かつ当該施設において介護福祉士に必要な知識・技能を習得して養成課程を修了 ・卒業

(通常 2年制)することで国家資格を取得。正規介護福祉士として 3年更新の永続的滞在・

就労が可能となるコースである。国家試験受験コースに比較すれば，かなり緩いコ ースと

いえよう 。

この就学コースは就労コースとは違い，基本的に養成施設で学生として就学を続ける。

それには学費が必要であり，また就労コ ースではないので，賃金の支払いもない。どのよ

うにして学費を支払い，生活が可能なのか。表 2は，日比 EPA介護福祉士(就学コース)

図 2. 日比 EPAに基づくフィリピン人候補者の受入れ

看護師コース
(在留期間は最大3年間)

フィリピンの看護師

+3年間の実務経験

定の日本語能力を
有すると認められる者※

介護福祉士コース

就労コース | 就学コース
(在留期間は最大4年間)

r4年制大学卒業+フィリピン政府
による介護士の認定J又は「フィリ
ピンの看護学校(学士)(4年)卒業J

一定の日本語能力を
有すると認められる者採

(短期滞在)
国家試験の受験

介護福祉士として就労
(在留資格は、

上限なく更新可能)

(在留期間は養成課程修了まで)

4年制大学卒業

※ 日本語能力試験N2(旧2級)程度の日本語能力がある場合(累計13人(看護0人、介護13人))

(注)上記受入れの流れは、今後、相手国側との調整などにより、予定変更の可能性もあります。

(lJj所)厚生労働省 (2011)b。
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表2. 日比 EPA介護福祉士候補者(就学コース)の受入れ実績

養成施設 養成課程 学費(総額) 奨学金・種類 その他(条件等)

A 2年 約200万円 全学貸付 7年以上の就労で返済免除

B 2年 約230万円 全学助成

C 2年 約130万円 全学貸付 5年以上の就労で返済免除

D 2年 約200万円 一部助成，残り貸付 5年以上の就労で返済免除

E 2年 約190万円 全学免除

F 2年 約210万円 半額免除・半額助成

※上記の中には，入学金等の前納が必要な養成施設があったが，候補者及び養成施設との協議の上，当該費mの支

払いは猶予あるいは免除されている。

(出所)国際厚生事業問。ICWELS)(2010) 9ページ。

の受入れ実績を]lCWELSが公表したものである。ここからも読み取れるように，実際は，

学費の全額免除や一部助成，奨学金貸付が，修了・卒業後の資格保持者になった後， 5-7 

年以上の就労で返済免除することを条件に，各受入れ施設で広く行われているようである。

また学生の生活費のため， JICWELSが各施設にアルバイト斡旋を促しているということの

ようでもあった 37。明らかに年季奉公の様相を呈している。就労扱いでなく，労働諸法適

用以前の旧外国人研修制度ともオーバーラップするこのシステムの有り様に，そう遠くな

い将来，深刻な社会問題の噴出が危倶されてならない。

この介護福祉士に関しては，そもそも日本の圏内法制度自体，依然として過渡的段階に

あり，そのため， EPA就学コースと圏内法との整合性のため，しばしば調整が難航すると

いう非常に厄介な状況下にある。日比協定上では，就学コースは，国家試験を受験するこ

となく課程修了により国家資格が取得できるコースとされている。だが 2007年に公布され

た日本国内での改正法「社会福祉士及ぴ介護福祉士法等の一部を改正する法律Jにより，

2012年からは，介護福祉士養成施設を卒業した者を含め，介護福祉士の資格を取得するに

は国家試験の合格が必須となる，資格取得方法の統一が実施されることとなった。そうな

ると， EPA候補者としては，養成施設を修了・卒業したにもかかわらず，国家試験に不合

格の場合，介護福祉士資格は取得できなくなり，当初の協定内容との聞に組離が生じる。

こうした事態に対処すべく，介護福祉士国家試験の不合格者に対し，急逮，日本人も含め

て「准介護福祉士」資格が新たに設けられた。そして EPA介護福祉士候補者のうち国家試

験不合格者に対し， r准介護福祉士」資格での日本滞在・就労， 3年更新制，という新たな

制度が加えられることになったのである 380

だがそうした修正は議論を呼ぴ.2011年6月の法改正により，国家試験合格による資格

取得方法一元化の実施は 2015年4月1日施行 (2015年4月以降の卒業者より適用:2015 

年 3月卒業者には非適用)に延期されることとなった。既に入国しているフィリピンから
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の第 1陣 (2009年 9月入国， 2010年 4月入学， 2012年卒業)，第 2陣 (2010年 9月入国，

2011年4月入学， 2013年卒業)は，旧来のシステムのまま卒業と同時に介護福祉士資格を

取得することとされ，新制度の適用は 2013年秋入国， 2014年春入学， 2016年卒業予定者

からとなった。ちなみに 2011年度，就学コースでの募集は実施されない 39。事態は混乱し

ている。そもそも介護職で、の囲内労働力不足への対策として，専門職としての労働条件改

善を進めるための専門職資格化，国家試験資格化が，日比 EPA協定との調整で「准介護福

祉士」資格新設という副産物をもたらすなど，期せずして日本の介護制度における基本理

念の暖昧さ，制度としての危うさを露呈する形となっている。

H. 日本における外国人労働政策と看護・介護労働

a. 日本の外国人労働政策と在留資格制度

日本の外国人労働者受入れに関する政策は，一定の要件を満たす場合，原則的に数量規

制なく無制限に在留を許可する資格要件適合性(ポジティプ・リスト)方式で運営されて

いる。透明性が高く，行政コストも低いが，量的コントロールの欠如から，短期的な国内

労働市場の需給状況が反映されない 40難点を有す，とされる方式である。そうした政策運

営にあたっては，基本的枠組みを規定する在留資格の有り様それ自体が，最も重要な具体

的法規制にほかならず，出入国管理の根幹をなす。

日本に入国する外国人の出入国や在留に関する許可要件や手続き，在留資格等を定めて

いるのが「出入国管理及び難民認定法J(いわゆる「入管法J)である。入管法は 1951年に

制定されて以来，何度も改正されてきたが，今日に至る基本的な 27種類の在留資格が整

備・拡充されたのが平成元年(1989年)の改正であった。日本国内で一定の活動を認める

在留資格 23種類が別表第一， EI本で有する身分もしくは地位を定める在留資格 4種類が別

表第二に示され，それぞれの下欄(法律の原文が縦書きのため通例下欄と表記されるが，

本稿では横書きのため右欄を意味する)に具体的な内容が定められた。

この 89年法において，在留資格に定められた範間以内で就労が可能とされたのが別表第

一のー「外交JI公用JI教授JI芸術JI宗教JI報道」並びに第一の二「投資・経営JI法

律・会計業務JI医療JI研究JI教育JI技術JI人文知識・国際業務JI企業内転勤JI興業」

「技能Jの合計 16種類であった。

日本の雇用政策は「雇用対策基本計画」に基づき行われている。日本における外国人労

働jに閲する法制度やそれに則して履行される外国人労働に対する諸施策は，基本的にこの

雇用計画に沿う形で履行されてきた 410 1989年の改正法で定められた在留資格，とりわけ

そのうち 16種類を就労資格としたのは， 88年に政府が策定した「第 6次雇用対策基本計

画」に則ったものだ、った。「専門，技術的な能力や外国人ならではの能力に着目した人材の

登用は，我が国経済社会の活性化，国際化に資するものであるので，受入れの範囲や基準
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を明確化しつつ，可能な|浪り受け入れる方向で対処する。 ・・・いわゆる単純労働者の受

入れについては，十分慎重に対応する '2Jと明示された 88年雇用対策基本計画の方針に基

づき，それ以前の在留資格が全面的に見直され，平成元年の入管法改正に結実した。上記

16種類の就労資格は，まさにこの理念に合致した職種限定の資格設定だ、ったのである。

以後，専門的・技術的人材は受け入れるが，単純労働者は拒否するという政府の基本方

針は一貫している。 1999年閣議決定された「第 9次雇用対策基本計画」においても

「・・・我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から，専門的，技術的分野の

外国人労働者の受入れをより積極的に推進する。 ・・・いわゆる単純労働者の受入れにつ

いては，国内の労働市場に関わる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影

響を及ぼすとともに，送り 11¥し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予

想されることから，国民のコンセンサスを踏まえつつ， 卜分慎重に対応することが不可欠

である 43Jとされている。 1988年以来堅持されてきたこうした政府方針が，入管法での就

労目的の在留資格の有り様を規定し続けてきた。 2009年の法改正においても基本方針に変

わりはない。専門的・技術的労働者の積極的受入れと単純労働者への慎重な対応は，依然，

基本方針なのである。

2009年改正された入管法別表に定められた在留資絡を表 3に示している。改正後の在留

資格は，活動に基づく 23資格 (1外交Jから「特定活動」まで)と，身分又は地位に基づ

く4資格 (1永住者jから「定住者」まで)で構成されており， 27種類という合計数は変

わりない。しかし内容に大きな変更がある。 2009年改正法での主要な変更点としては，多

くの社会的問題を生じてきた外国人研修・技能実習制度の見直しに伴い，関連在留資格が

再編され，別表第一の二「技能実習Jと別表第一の四「研修Jに区分された(実態として

明らかに就労である研修・技能実習はすべて「技能実習」として就労扱いとなり.労働諸

法の適用が可能になり，在留資格の位置付けも別表ーの二に置かれることとなった)こと，

加えて別表ーの四で旧来の「就学J1留学」が「留学」に一本化されたことが挙げられる。

「技能実習」が含まれることとなった結果， 2009年改正法において認められた就労資格

数は，旧法より 1種類増加して 17税類になった。この 17種類は，在留資格それ自体が，

就労の内容を在留資格の要件としている。

ところで，こうした就労目的資格の外国人は，近年，日本にどの程度の量的規模で在留

しているのだろうか。図 3 は，就労 I~I 的在留資格の外国人登録者数の推移を， 2003年から

2009年まで，主要な (2009年法改正以前の)在留資格別に表したものである。前章 1bで

言及した「興業」資格の厳格化 44に伴い，それまでは登録者数最大カテゴリーだった「興

業」が 2005年以降，急速に減少した。「興業」での登録者数は，ピーク矧の 2004年には 6

万 4，742人を数えたが，直近の 2009年には 1万 966人と， 6分の lにまで、激減している。

ちなみに 2004年の就労l二|的在留資情登録者総数は 19万2，124人だったので， 1興業」だけ

で全体の 3分の l以上を占めていたことになる。この「興業Jの縮小に伴う総数減傾向は
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表 3. 在留資格一覧表

別表第一(日本で認められた活動に基づく在留資格)の

在惚資格

外交

公用

教授

重喜術

宗教

報道

投資・経営

法律・会計業務

医療

研究

教育

技術

人文知識・国際業務

企業内転勤

興業

技能

技能実習

文化活動

短期滞在

l周

惚学

研修

家族滞在

五

特定活動

代表的職業等

外国政府の大使，公使，総領事及びその家族

外国政府の大使館・領事館の職員及びその家族

大学教授等

作曲家，画家，著述家等

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

外|主!の報道機関の記者，写真家等

企業の経営者・管理者ト

弁護士・公認会計士等

医師，歯科医師，看護自ili等

政府関係機関や企業等の研究者

尚等学校・ '1'学校等の語学教師等

機械工学，情報処理技術等の技術者 (湾!系会社員)

通訳，デザイナー，企業の語学教師等(文系会社員)

外|匝lの事務所からの転勤者で上の二つに同じ

俳優，歌手，ダンサー，プロスポーツ選手等

外|玉l料理の調理師，スポーツ指導者，貴金属等の加l工職人等

雇用契約に基づく技能実習生

ll本文化の研究者等

観光客，会議参加者等

大学，短期大学，専修学校，高等学校等の生徒

研修生

上記教授から文化活動まで及び惚学の在官rJ資格を有する外国人が扶養する

配偶者又は子

外交官等の家事使用人，ワーキングホリデー， EPAの看護師・介護福祉士

候補者及び看護側・介護福祉士等

別表第二(身分又は地位に基づく在留資絡)

永住者 |外務大臣から永住の許可を受けた者

日本人の配偶者等 I 1=1本人の配偶者，実子，特別養子

永住者の配偶者等 |永住者，特別永住者の配偶者及び日本で/u生し引き絞き在留している実子

定住者 |インドシナ難民， 日系31止等

(出所)r出入国管理及び難民認定法J(別表)を簡略化。
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図 3. 就労を目的とする在留資格の外国人登録者数の推移
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(/:l:lf!l[)法務省入国管理局 (2007)22ページ， (2010) 21ページより作成。

2006年まで続いた。他方，近年の企業活動の国際化を反映して，外国人社員の「技術J，

「人文知識・国際業務J及び「企業内転勤」の資格での在留が大幅に増大しており， 2009 

年でのこれら 3種類の登録者数は合計 13万 6，674人に上っている。今や就労目的外国人の

6割を占める状況にある。

だが日本には，在留資絡に定められていない内容で就労する外国人労働者が，笑際には

多数存在し， しかも彼(彼女)らの多くが明らかな単純労働に従事している。たとえば

「留学Jr就学J(現在は「留学J)の資格であっても，資格外活動の許可を得ることで，許

可された範囲内において単純労働での就労は可能となっている。また「永住者Jr永住者の

配偶者等Jr日本人の配偶者等Jr定住者Jは，在留資格において活動制限がないことから，

入管法上，就労内容に制限はない。いわゆる日系人の就労は，この後二者が主要部分をな

す。また既に触れたところでもある 2009年法で改正された旧外国人研修 ・技能実習制度が，

多くの外国人を安価な単純労働提供者として酷使してきた問題性は，受入れ施設に よる不

当な処遇，失除問題等，頻発した社会問題によって広く知られた現笑である。その他，こ

れも改正された「興業J資格のグレーゾーン問題やその延長線上に派生する偽装結婚問題，

容易に解消ないオーパーステイ 等による不法就労の多さ45など，実際には，登録されてい

る外国人労働者数をはるかに越える量的規模の外国人単純労働者が存在している。法令改
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正による取り組みに評価すべき面がないわけではないが，依然，現実は，政府の公表する

基本方針とは大きく議離している。

ところで 2010年 3月，法務省は「第 4次出入国管理基本計画 46J を発表した。その皿

「出入国管理行政の主要な課題と今後の方針Jでは，今後5年程度の期間を想定した入管政

策の基本方針が提示されている。だがそこには，従来とは微妙なニュアンスの変化が看取

される。「国際化とグローパリゼーションの進展に対応」した「専門的・技術的分野の外国

人を始めとする我が国社会が必要とする外国人の円滑な受入れ」に加え.r少子・高齢化の

進行とこれに伴う人口減少社会」の活力維持のために.r社会が必要とする外国人の受入れ

の在り方も，より積極的なものへ展開していくことが求められている」として，就労目的

の外国人に対し「経済成長に寄与するなど社会のニーズにこたえる人材の受入れ」という

新たな基本方針が示されたのである。またそうした目標を具体化する 3本の柱として「高

度人材に対するポイント制を活用した優遇制度の導入J.r経済社会状況の変化に対応した

専門的・技術的分野の外国人の受入れの推進J.r我が国の国家資格を有する医療・介護分

野の外国人の受入れ」が示され，それに対応した法整備が急がれている 47。

なかでも 3本日の柱とされた「我が国の国家資格を有する医療・介護分野の外国人の受

入れJ方針を受け，在留資格「医療」など関係法令の整備が進められている。そこに EPA

に基づく看護師・介護士の受入れが関わっていることは論ずるに及ばないだろう。日比

EPA交渉に始まった看護師・介護士受入れは，インドネシア，さらにはベトナムと続く，

人(労働者)の移動の今日的流れとなりつつある。 EPAで約束される特定固との協定内容

が，たとえば現行の入管法に基づく在留資格制度を超える場合，まずは EPA締約国間に限

定された特例とされる。既述のごとく，そもそもそれが可能な EPAであるが故に， GATS 

の最恵国待遇が適応されないからこそ， EPAが選好される。だが外交上の混乱を回避する

ためには， EPAルートとそれ以外のルートで入国する場合，また EPA締約国と非締約国の

入国の場合，日本での対応が極力整合的であることが望ましい。そのためにも. EPAで約

束された内容との阻麟解消を図る法令改正が急がれるのである。

これまでの日本の EPAの「自然人の移動」に関して，日比協定交渉以前，基本的に日本

の現行入管法に定めがない，もしくは現行入管法の枠組みの想定を越える内容の協定はな

かった。だが日比交渉でフィリピン政府からリクエストされた看護師・介護士受入れは，

圏内法である入管法の改正，在留資格制度の変更を引き起こしている。そしてそれは，日

本における外国人労働政策に少なからず修正を迫る動きにつながるかもしれない。今や

EPAを介し，日本は，そうしたかつて経験したことのない事態に直面しているのである。

近年の EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れは，日本にとって新たな取り組み

であるだけでなく，今後の外国人労働者受入れ政策全般に渡り，その方向性が問い直され

る重要な試金石となっていることは間違いない 480
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b.外国人看護師・介護士に関する現行法

既に繰り返し確認してきたように，今回の EPA看護師，介護福祉士候補者受入れでは，

日本での「国家資格」取得が目的とされ，資格取得後の継続した有資格看護師・介護福祉

士としての就労が基本システムとされている。なぜこれほどまでに日本政府は国家資格取

得に拘泥するのか。既に前章 1cでも言及したように，その根本には入管政策の基本方針，

即ち就労外国人は「専門的・技術的」人材でなければならない，とする長年堅持されてき

た日本政府の基本的スタンスがある。そしてその専門性・技術性を，国家的権威で証明す

る国家資格取得を条件として課すことで，政府方針の一貫性が担保されるということのよ

うだ。

ちなみに EPAで入国した看護師・介護福祉士候補者並びに資格取得後の看護師・介護福

祉士の在留資格は，特例としての受入れということで，別表ーの五「特定活動」とされて

いる。法務大臣が個々の外国人に対し，特に指定する活動認められる「特定活動」を在留

資格とすること自体，その位置付けと具体的な有り様がまだ確立された確定的なものでは

ないことを，何よりも明確に物語っている。今後の状況次第で，大きく変更もありうると

いうことなのである 490

では，こうした EPAルートとは別に，そもそも入管法が定める在留資格枠内での看護師

や介護福祉士の受入れは，どのような制度になっているのだろうか。まず看護師が該当す

る在留資格「医療J(1入管法」別表「在留資格一覧J第一の二:表3参照)を見ておこう。

在留資格「医療」は.1989年法から入管法別表に組み入れられた就労資格の一つである。

それ以前には「医療」という在留資格自体，存在しなかった 50。在留資格「医療」の設置

により，外国人の医師，歯科医師，薬剤師，看護師等は，日本の資格取得者に限定して医

療業務への従事が認められるようになった。だが当初は，就労場所や就労期間等の制約，

看護師などでは業務遂行が研修扱いとされるなど，多くの障壁が，実際の運営を大きく阻

害してきた。専門的・技術的分野の人材は積極的に受け入れるという政府の基本路線に則

り. 1医療」活動の門戸が開かれたかの感もあったが，その現実は非常に限定的なレベルに

とどまっていた 51のである。

だがその後，政府による規制改革推進の流れも後押しする中で，在留資格「医療」の改

正が続いている。最初に着手されたのは医師に関してであった。従来は日本の大学の医学

部を卒業していること，大学卒業後 6年以内に研修としての業務に従事すること，就労場

所が指定された病院等であることが要件とされていたが，それらは 2006年3月に撤廃され

た。また看護師に対しては，次のような改正が行われた。以下，改正基準省令の新旧条文

(一部抜粋)を示す。

[出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令:法別表第ーのこの表
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「医療」の項の下欄に掲げる活動]

(旧:改正前)

共立国際研究第 29号 (2012)

ー 申請人が医師，歯科医師，薬剤師，保健師，助産師，看護師，准看護師，歯科衛生士，

診療放射線技師・・・としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上

の報酬を受けて従事すること。

(略:医師，歯科医師関係)

三 申請人が保健師，助産師，看護師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合

は，保健師助産師看護師学校養成所指定規則(略)第一条第一項に規定する学校，養成

所又は准看護士養成所を卒業又は修了後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

四 (略:薬剤師，歯科衛生士等関係) r---l 

I I (ゴシック体は改正部分)

(2006年3月改正後) ~ 

(略)

(略:医師，歯科医師関係)

一 申請人が保健師，助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は，本邦

において保健師，助産師又は准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として

業務を行うこと。

四 申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は，本邦において看護師の免許

を受けた後七年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

五 (略:薬剤師，歯科衛生士等関係)

2006年省令による改正点は，大きく三つある。第一に，旧省令では看護師も保健闘li，助

産師，准看護陥jも，第三号適応として同じ内容の基準で定められていたが，新省令では，

保健師，助産師，准看護師は第三号，看護師は第四号と別の定めが置かれ，看護師とそれ

以外の 3職種との聞に明確な区分がされるようになったこと。第二に，旧省令の「本邦

の・・・業務に閲する学校等を卒業し又は修了後」という内容の要件が「・・-の免許を

受けた後」に変更されたこと。第三に，研修期間の上限が，看護師は旧省令では 4年間で

あったのが，新省令では 3年延長されて 7年間となり，変更のない他の 3職種との違いが，

年限においても明確に示されたこと。

以上のような改正が，まさに日比 EPA署名 (2006年9月)の大詰めを迎えようとして

いた 2006年 3月に公布・施行されたのである。 EPAルートでの受け入れシステムとその

他ルートとの整合性を図る調整のために急ぎ行われた法令改正であった。とりわけ新省令

での「免許」取得要件の明記には， EPAルートでの受入れにおける日本の国家資格取得重

視との一貫性が確認される。専門職としての外国人看護師受入れ政策の基本姿勢が明確に

打ち出されたところと捉えられよう。ただしこの段階では，依然として免許取得後の業務
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遂行は研修とされ続けた。

その後，さらに引き続き検討が重ねられ，前改定 (2006年 3月)からわずか 4年後の

2010年 11月，再度改正が行われた。

(2010年 11月改正後)

(略)

1 
二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は，本邦において准看護師の

免許を受けた後四年以内の期間101:1に研修として業務を行うこと。

一 (略:薬剤師，歯科衛生士等関連)

看護師に保健師，助産師を加えた三つの医療資格職において，業務を研修として行うと

するそれまでの活動制限及び年数制限(日本での免許を受けた後，保健師，助産師は 4年

以内，看護師は 7年以内)が撤廃されたのである。

この改正の半年前，2010年 3月には，前節目 aでも示した法務省「第 4次出入国管理基

本計画 52Jが公布されていた。既述のように，本計画では，少子・高齢化の進行する人口

減少社会が必要とする人材受入れの柱のーっとして「我が国の国家資格を有する医療・介

護分野の外国人の受入れ」方針が明示された。そして同計匝ijでは「専門的な国家資格を有

するこれらの者についてこのような就労年数の制限をする必要性は乏しいのではないかと

の指摘もあるところであり，歯科医師.看護師等の就労年数に係る上陸許可基準について.

その見直しを検討する 53Jとも付記されている。上記 2010年日月の改正は，この 2010年

3月公布の基本計画を踏まえ. 2006年に医師に認めた就労年限等の撤廃を外国人歯科医師

や看護師等にも拡大するなど.医療専門職に関する外国人就労制限の緩和が進められたも

のである(平成 22年法務省令第四号)。

こうして外国人看護師は， 2010年 11月の改正をもって，国家資格取得後は制限なく日

本での就労が可能となった。 2006年改正でも続いた研修扱いではなく.また就労期限もな

く，ここに EPAルートの看護師資格取得者と並び継続的就労が認められる法的整合性が，

一応の制度的枠組みとして実現したことになる。問題化していた EPAルートとそれ以外と

の差異性が解消されたのである。

ちなみに外国人の介護職穣に|刻しては，そもそも現行法上，在留資格に定めがない。介

護福祉士であっても，看護師のようないわゆる業務独占資格職ではなく，その業務は「法

律上資格を有する者が行うこととされている」業務には該当しない。したがって「医療」

在惚資格に該当する看護r.iliのような専門的，技術的分野の業務として見倣されてこなかっ

たため，在留資格自体の設定がないのである 540 EPAによる介護稲祉士候補者並びに資格

取得後の介護福祉士の在留資格は，看護師関係と同じく「特定活動」とされている。「医療J

ではなく「福祉jという範時の違いも.今後の入管法在留資格制度の法制度整備上，問題
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となってくるであろう。少なくとも現行入管法では，介護職は専門的・技術的分野には含

まれていないということになる。

だが前掲 2010年の「第4次出入国管理基本計画」では，重ねて指摘するが「我が国の国

家資格を有する医療・介護分野の外国人の受入れ」方針が明示されている。そして本計画

では「インドネシア及びフィリピンとの問の経済連携協定 (EPA)に基づき，特例的に受

入れが行われているが，経済連携で受け入れた外国人介護福祉士の就労状況や，この分野

が圏内人材の重点的な雇用創出分野と位置付けられていることも踏まえながら，我が国の

大学等を卒業し，介護福祉士等の一定の国家資格を取得した外国人の受入れの可否につい

て，検討を進めていくこととする。」とも記されており 55，今後は， EPAルートの拡張，あ

るいはそれ以外の受入れシステムについても制度整備，在留資格制度の改善が検討されて

いくことになるであろう。

看護師については，在留資格「医療」に該当することから，たとえばAHP(Asian 

Human Power)ネットワーク協同組合がベトナム医療省との間で 1994年から行ってきた

ベトナム人看護師養成支援事業 56など，外国人が日本の看護系学校で学んだ後，国家試験

に合格すれば，かつては 4年間，近年は 7年間研修を行う機会を得，また 2010年以降は，

更新により永続的に就労可能な途がある。だが介護に関しては，現段階では就労目的の在

留資格はなく，外国人の就労目的の入国許可は唯一 EPAルートのみである。近年マスコミ

報道等で，外国人の介護現場での就労事例を多々自にするようになったが，それらの多く

は，就労に制限のない在留資格(たとえば「日本人の配偶者等J等)の保有者が介護労働

に従事しているケースなのである。

現行の在留資格制度においては，基本方針として受け入れ対象とする「専門的・技術的

分野」人材か，それとも拒否対象の「単純労働者」かという二分法では，介護福祉士は後

者に分類 57するのが一般的な認識である。したがって介護福祉士の受入れを EPAルート以

外で実現するためには，既存の在留資格制度の方針を前提とするならば，介護福祉士を専

門的・技術的職種に格上げする，もしくは両者の中間に位置する「高度技能者等」という

新たな範曙職種を創設し，そうした職種としての新たな枠組みでの受入れを検討する 58か

のどちらかの選択肢しかないであろう。だが在留資格制度に未だ変更はみられない。そし

て既に EPAによる介護福祉士候補者の入国，研修・就労，そして国家試験と合格後の就労，

あるいは就学と卒業後の就労，というシステムは稼働し始め，外国人有資格介護福祉士も

誕生している。だが，彼ら(彼女ら)の在留資格は，あくまでも EPA特例としての「特定

活動」に限定されたままである。

このような状況下， EPAルート以外での海外からの介護職への途はまだ存在しない。か

たや日比 EPA修学コースにおいては，ー既述のように，介護福祉士国家試験の不合格者に対

する「准介護福祉士」の資格付与，そして当該資格での永続的就労が認められるとされて

いる。不合格者に資格が付与されるという資格制度自体，当該資格制度の根幹をなす専門
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性・技術性の位置付けとその保証を自ら否定する自己矛盾システムといわざるをえない。

本年度，就学コースの採用は見送られ，今後，この運営については何らかの対策がとられ

るのかもしれない。だがいずれにせよ，就労目的の在留資格に存在しない職種を， EPA特

例として受入れ続けるには限界があるだろう。

国際協定の EPAとはいえ，それに基づく人の受入れが，圏内法である入管法の在留資格

制度と法的整合性を欠いている状況を長く続けるのは望ましくない。今後，同ルートの拡

大にせよ，他のルートでの受入れにせよ， EPAが門戸を聞けた外国人介護職人材受入れの

制度を契機に，囲内法制度の枠組みがどのように改変されていくのか。看護師に関しては

既に取り組みが始まっている法的整合性のための調整が，介護ではいかなる展開をみるの

か。当然そこには，外国人労働者に対する政策総体としての一貫性も求められ，またその

調整過程で，様々な制度改変もありうるだろう。 EPAは EPAとして， EPA当該締約国間

の限定した特例的関係性にとどまるのか，それとも当該 EPAの有り様を起点に，あるいは

それを軸心として，日本の他の EPA締約諸国やその他諸国との国際関係の有り様もまた大

きく変容していくのか。前章 1bで言及した ASEANの動向とも関わり，今後の動向から

目が離せない。

次章Eで，日尼・日比 EPAで既に動き始めている看護・介護人材受入れの現状を概観し，

そこに見出せる様々な現実的諸問題・諸課題を検討していく中で，さらに考察を進めてい

きたい。

〈注〉

1 r日本経済新聞J(2011)。

2 井口泰 (2001)44ページ。

3 桑原靖夫は，近年の外国人労働問題に関する議論の高まりについて， 80年代との相違として次

の5点を列挙し，それらの複合により日本の外国人労働問題は新たな段階に入ったとする。

(1)少子・高齢化に伴う人口減少・労働力不足への懸念による新たな労働力供給源.としての外国

人への関心の高まり。国連経済社会局人口部の「補充移民J提案による日本の大量移民の必要

性の影響も加わり， i新開国論Jたる内容も含んでいる。

(2)養成に多大な時間とコストを要する IT技術者不足から，先進諸国[mで開発途上国の IT技術

者争奪戦が始まっている。

(3)景況に拘わらず，むしろ定着した i3K労働」での深刻な労働不足と外国人の充用。

(4)外国人不法滞在・不法就労の培加。

(5)短期「出稼ぎ」目的外国人労働者の定着・定住化に対応した「社会的統合」課題の提起。

桑原靖夫 (2002)11 - 12ページ。

景気変動に拘わらず，日本経済社会には外国人労働が不可欠の要素となっており，既に多くの

外国人受入れ国が例学なく経験している共通の諸課題に，日本も直面する段階に至っているとい

うことなのであるが，さらにそこには少子・高齢化， IT等高度専門人材確保をめぐる国際競争と

いった新たな時代的背景の存在が，重要な今日的要素として強調されている。「補充移民」につい

ては，河内優子 (2002)，I新聞国論」については，社会経済生産性本部 (2001)を参照されたい。

4 日本は貿易自由化を推進するFfAを柱に，締結相手国・地域とのより広範な領域での経済自由
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化促進・協力を EPAという形で進めている。したがって，日本に関わるFfAはすべて EPA表記
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官leDevelopment of]apan's Economic Partnership Agreements in 

Asia and the Internationalization of Nursing / Caregiving Work (1) 

Yuko Kawauchi 

Summarγ 

The issue of accepting foreign nurses and caregivers is being debated in ]apan. Such debate has 

arisen because the ]apan-Philippines EPA (Economic Partnership Agreement) and the ]apan-

Indonesia EPA have realized a system for the acceptanceofunceItifled nursing and caregiver a ppcants，and the process of acceptance has acMally started.Acceptance of applicants企omVietnam will 

begin from 2014 and acceptance of applicants fromτbailand and India into ]apan is currently being 

reviewed.τbus， the acceptance of certain professions has begun in the fields of medicine and social 

weIfare， areas which ]apan has cIosed to the intemational community for a long period. Conditions for 

all such acceptance agreements are incIuded in ]apan's EPAs， together with negotiation details for var-

ious fields. 

The first section of this report examines why EPAs such as those described above are being con-

ducted with Asian countries.τbis question is considered within an overview of the spread of the ITA 

(Free Trade Agreement)s and the EPAs based in Asia， as well as the relationship with the ASEAN 

Economic Community， which serves as the core of such economic agreements.百lereport also exam-

ines an overview of the negotiation process behind the first ]apan-Philippines EPA， which has the 

acceptance of uncertified nursing and caregiver applicants incIuded within its negotiation details. An 

explanation is also given regarding the specific systems for acceptance of uncertified nursing and care-

giver applicants within the ]apan-Philippines EPA and the ]apan-Indonesia EPA. Moreover， the report 

raises several problems with these systems and offers a brief review. 

The second section of the report outlines the laws and systems related to labor by foreigners in 

] apan. Revisions made to such laws / systems are discussed and the cu汀 entcontents are examined. 

The outIine focuses on the visa system defined by the Immigration Control and Refugee Recognition 

Act and the visa status system established by the Act. An explanation is also given regarding the suc-

cessive amendments made to the ]apan Immigration Control and Refugee Recognition Act， a domestic 

law， in order to support the acceptance of uncertified nursing and caregiver applicants as stipulated in 

the EPA. ]apanese policy regarding foreign labor has consistently stated that only specialized and tech-

nical workers will be accepted. However， this policy is now starting to show signs of slight change. As 
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Japan experiences increasing globalization and an aging population， these changes訂 'ebeing encour-

aged by the basic stance of the J apanese government towards policy regarding foreign labor. 
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